
　　　　　　　主　　　文
　本件控訴を棄却する。
　控訴審での訴訟費用は控訴人の負担とする。
　　　　　　　事　　　実
　控訴代理人は「一、原判決を取り消す。二、控訴人の条例公布処分取消しの訴え
に関する部分を釧路地方裁判所に差し戻す。三、被控訴人が、昭和四〇年一二月二
〇日控訴人のなした釧路市工場誘致条例第三条の規定による奨励金交付申請に対
し、昭和四一年二月一七日付で行なつた却下処分を取り消す。四、訴訟費用は第
一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文と
同旨の判決を求めた。
　当事者双方の事実上および法律上の陳述は、左記のほかは、原判決の事実摘示
（ただし、原判決五枚目裏八行目に「新設」とあるのを「増設」と改め、八枚目表
初行から六行目までを除く。）と同一であるから、これを引用する。
　控訴代理人は次のとおり述べた。
一　控訴人は、原審において、控訴人が昭和四〇年九月になした本件工場の設置は
釧路市工場誘致条例（以下においては、昭和四〇年一二月二八日付の条例第二七号
釧路市工場誘致条例の一部を改正する条例を「改正条例」と、同条例による一部改
正前の工場誘致条例を一括して「旧条例」という。）にいう工場新設に該当する、
または、これが増設であるとしても、控訴人は、昭和四〇年九月二九日旧条例所定
の客観的基準に適合する右工場増設工事を完了したことにより当然に釧路市に対し
て奨励金交付請求権を取得した、との前提にたつて本件奨励金交付申請却下処分の
違法事由を主張したが、当審においては、本件工場が旧条例にいう新設に該当する
との主張を全部撤回し、新たに次のとおり右却下処分の違法事由を追加主張する。
二　仮りに、控訴人は、被控訴人市長の奨励金交付決定によつてはじめて奨励金交
付請求権を取得するものとしても、本件却下処分は次の諸点において違法であり、
瑕疵ある行政処分として取り消されるべきである。
（一）　奨励金の交付を受け得べき期待的地位の侵害
（１）　釧路市においては昭和二九年九月二二日工場誘致条例が公布施行されて以
来昭和三九年度までの一〇年間に旧条例にもとづき奨励金を交付した件数は七〇件
に及んだが、同条例所定の基準に適合する限り、交付申請が拒否された事例は一件
もなかつた。現に、控訴人は右期間中に二回の工場増設を行い、昭和三〇年の増設
については昭和三一年度に二〇万六〇〇〇円、昭和三六年の増設については昭和三
七年度に八四万一〇〇〇円の各奨励金の交付を受けている。
（２）　旧条例は、新増工場に対する奨励金交付の規定が大部分を占め、第三条は
奨励金交付または工場の新増設に対する協力という助成方法を、第四条は奨励金交
付の要件を、第五条は奨励金交付額の算出方式、交付額の割合、期間を、第六条は
交付期間の特例を、第七条は助成申請の形式を各規定し、その内容は具体的かつ詳
細であつて、奨励金交付の確実性を保障するものである。
（３）　控訴人は、以上のような旧条例の規定および従来の奨励金交付の実績に鑑
み、釧路市に本件増設工事を行うことを決定したのであつて、本件増設工事の完成
によつて釧路市から奨励金の交付を受け得ると期待する法的地位を取得したもので
あり、被控訴人市長のなした奨励金交付申請却下処分は控訴人の右期待権ないし期
待的地位を侵害した違法がある。
（二）　旧条例にもとづく奨励金交付申請権の侵害
（１）　旧条例第三条は「本市は、工場の新設または増設があつた場合、この条例
の定めるところにより次の方法で助成を行うことができる。」と規定し、第七条は
「奨励金の交付を受けようとする者は、事業開始の日から三月以内に…別に定める
申請書を市長に提出しなければならない。」と規定し、同規則第四条は、「市長は
申請書を受理したときは審査し、適当と認めたときはその工場に対する助成の限度
その他必要な条件を付して助成するものとする。」と規定している。右各規定によ
れば、増設工事を完成し操業を開始した者が所定の助成申請書を提出し、被控訴人
市長においてこれを受理したときは、市長は旧条例の各規定に従つて申請を審査し
たうえ助成（奨励金交付の決定）をなすべき義務を負うものであり、これを申請人
の立場からいえば、申請人は右条例の各規定によつて実質的審査を受ける権利を有
するものというべきである。
（２）　控訴人は、本件増設工事完成後の昭和四〇年一二月一〇日奨励金の交付を
受けるため被控訴人市長に対し工場設置助成申請書を提出し、右は同日受理された
のであるから、申請受理当時施行されていた旧条例によつて審査を受けるべき権利



を取得し、被控訴人市長は、右条例により審査をなすべきことを義務付けられたも
のである。しかるに、被控訴人市長は、控訴人の申請について、受理の時点におい
て施行されていた旧条例により審査決定することなく、その後に公布施行された改
正条例により増設工事に対する奨励金の交付が廃止されたことを理由として、右交
付申請を却下したのであつて、右処分は適用すべき条例を誤り控訴人の有する奨励
金交付申請権を侵害する違法のものである。
（三）　本件却下処分に上述の条例の適用を誤つた違法がないとしても、改正条例
を適用して控訴人の申請を却下したことは次の理由により違法である。
（１）　刑罰法規に遡及効を与えることは憲法第三九条に違反する無効な立法であ
るが、非刑罰法規においても法律を改正して既得権を制限し、またはこれを奪う立
法をなした場合、当該新法は前記憲法の規定に違反する無効な法律というべきであ
る。そもそも、本件工場誘致条例は、釧路市が奨励金の交付その他の助成を行うこ
とをもつて工場を誘致し、同市の産業振興に寄与することを目的として制定された
ものである。この条例にもとずき工場の誘致に応じたものが工場の新設あるいは増
設にとりかかり、当該工場が完成されたことはこの条例の目的の達成にほかならな
いのである。したがつて、誘致に応じる側は、工場が新、増設されたときには、そ
の後になつて誘致の根拠たる誘致条例が改廃されることなどは全く予想し得ないこ
とである。
　控訴人が、旧条例施行時において、同条例にもとづく増設奨励金の交付を受け得
ることを期待する法的地位等を有したことは前記のとおりであつて、被控訴人の主
張するように、改正条例によれば控訴人の増設に対する奨励金の交付はできなくな
つたものとすれば、改正条例は前記控訴人の有する既得の権利ないし法的地位を侵
害する違法の立法であるといわなければならない。
（２）　さらに、控訴人が釧路市に工場を増設した経緯は既述のとおりであり、ま
た、昭和四〇年三月開催の第三回釧路市定例議会においても、Ａ市長は、工場誘致
条例を廃止すべきであるとの議員の発言に対し、「現在の条例があるためにこれを
期待して計算の中に入れて既に増設に着工している会社も相当あるということであ
ります。或は出来上つたものもあるという事実でございます。といたしますると、
そのために経過規定を設けて行かなければならないと考えた。」旨の答弁をしてい
るのである。
　右の経緯によれば、控訴人が本件増設について釧路市から旧条例にもとづく奨励
金の交付を受け得るものと信ずるのは当然であつて、このような関係を全く無視
し、増設に対する奨励金の交付を廃止した改正条例は著しく信義に反する違法の立
法というのほかない。
（３）　以上いずれの点よりするも改正条例は無効ないし違法のものであるから、
かかる条例を根拠として控訴人の申請を却下した処分もまた違法である。
（四）　法の下の平等違反
　改正条例附則第三項は、昭和三九年度に事業を開始し、昭和四〇年度に固定資産
税の賦課納入が行なわれ、同年度に交付申請がなされたもの（旭川自動車株式会社
ほか二社）に対する経過措置を設けているが、昭和四〇年度に事業を開始し、同年
度に交付申請がなされ、昭和四一年度に固定資産税を賦課徴収されるべきもの（控
訴人はこれにあたる）については経過規定が設けられていない。しかしながら、固
定資産税は、時の経過に伴つて当然に賦課納入されることが予定されているもので
あつて、この点において前者と後者を区別すべき合理的根拠は存しないから、右附
則の規定は法の下の平等の原則に反する立法であり、被控訴人市長が地方自治法に
もとづく再議権の行使を怠つて改正条例を公布したうえ、同条例を適用して控訴人
の奨励金交付申請を却下したことは違法な処分というべきである。
被控訴代理人は次のとおり述べた。
一　期待的地位侵害の主張について
控訴人主張の奨励金の交付を受け得るという期待的地位は法的保護に価する権利性
を有するものではない。すなわち、（一）　右地位を期待権というためには、それ
が権利の形成過程にあり権利発生に必要な要件の欠缺が将来必ず補充される状態に
なければならないが、本件においては、奨励金交付請求権の発生要件である被控訴
人市長の交付決定はなく、将来交付決定がなされる期待状態にあるものでもない。
（二）　本件奨励金制度は、釧路市の産業振興という政策的配慮から工場を建設し
た企業に恩恵的に交付されるものであつて、当該企業は一方的に利益を享受するの
であるから、たとえ工場を建設した企業が本件奨励金の交付を受け得なくなつたと
しても、これによつて特別の犠牲を負担することにはならないし、元来企業がある



場所に工場を新、増設するか否かは、当該企業の損益計算を最大の基準として決定
されるべき事柄であつて、本件奨励金の交付を重要かつ決定的な動機として工場を
建設する企業はない筈である。
（三）　旧条例による奨励金制度は、その制定当初から問題があり、経済事情の変
更等によつて改正されるべく条件づけられて誕生し、昭和三四年頃から釧路市議会
等で廃止の意見が次第に強くなつており、一般に改廃の可能性を十分予測し得たと
ころである。しかも、実際にも、釧路市の財政事情の悪化に伴い企業側に不利な改
正が行なわれ、殊に昭和三五年の改正においては、本件改正条例のような経過救済
規定すら設けられていないのである。
（四）　したがつて、控訴人が本件奨励金の交付を期待して本件工場増設を行つた
としても、この控訴人の立場ないし地位は、侵害することの許されないほどの権利
性を有するものではなく、法的保護の対象にならないものである。
二　奨励金交付申請権侵害の主張について
　本件改正条例は、その附則第二項、第三項で旧条例の効力の及ぶ範囲に関し、既
に奨励金の交付決定を受けたものおよび旧条例の規定により昭和四〇年度を初年度
として奨励金交付の対象となるものについてはなお従前の例による旨経過規定を置
いており、新、旧条例の適用対象は明確にされているのであつて、控訴人の本件申
請につき旧条例によつて審査すべき理由はない。
三　信義則違反の主張について
（一）　旧条例にもとづく奨励金制度は、いわゆる給付行政の性質を有する補助金
の一種であるが、その内容は、釧路市の産業振興を図るため同市における大企業の
工場の新、増設に対し優遇措置を講ずるものであつて、公共的あるいは社会保障的
見地から交付されるわけではなく、元来そのときどきの社会、経済、政治情勢の変
動に応じて最も将来の改廃が予想される類の不安定なものである。しかも、本件奨
励金制度は、実質的には固定資産税の一部減免にほかならず、脱法的に不均一課税
を行うものとして従前からその不当性が指摘され、政府も既に昭和二六年頃から再
三にわたり是正を指導してきたものであつた。
（二）　釧路市は旧条例にもとづき昭和三〇年度から昭和四二年度までの間に総額
七億六、六〇五万四〇〇〇円に上る奨励金を交付し、就中昭和三五年度以降は、毎
年一億円前後の奨励金が支払われ、これがため乏しい同市の財政を圧迫し、道路、
下水、住宅等の拡大充実など住民の要望の強い福祉行政遂行上の一大阻害要因とな
つている実状である。
（三）　他企業の立場になつて考えても、工場立地の重要な条件は、安い工業用地
が広く得られること、労働力が確保し易いこと、電力が安く豊富に得られること、
工業用水が豊富であること、原材料が入手し易いこと、原材料や制品の運送に便利
な港湾施設があることなどであつて、奨励金の制度は問題にならないことである。
（四）　以上のとおり、控訴人は、もともと釧路市とその住民一般の負担において
不合理な利益を得ていたに過ぎないのであり、控訴人が奨励金の交付を受け得る期
待的地位が上記のとおり権利性の薄弱なものであることをも考慮すると、工場増設
に対する奨励金制度が廃止されたからといつて、改正条例そのものまたはこれを公
布した被控訴人市長の信義則違反を主張し得ないものである。
（証拠省略）
　　　　　　　理　　　由
第一　本件改正条例の公布処分の取消しを求める訴えについて
　控訴人のこの訴えが、改正条例とは別個に同条例の公布行為そのものを独立の行
政処分と把握し、当該公布行為のみの取消しを求める趣旨であるとすれば、このよ
うな訴えは不適法なものといわざるを得ない。その理由は、原判決理由第一の一
（原判決一三枚目表末行から一四枚目表七行目まで）と同一であるから、ここにこ
れを引用する。
　控訴人の右訴えが、条例はそれが適法に公布されて始めて住民に対して効力を発
動することになるという意味において、公布処分を条例の制定行為として把えた上
で、改正条例そのものの効力を争う目的で同条例の制定行為としての公布処分の取
消しを求める趣旨であると解するにしても、本件口頭弁論の経過に照らすと、控訴
人は、本訴訟において、被控訴人市長が改正条例を適用してなした奨励金交付申請
却下処分の取消しを併せて訴求し、当審において、右却下処分の違法事由として、
新たに改正条例そのものの違法、無効をも主張し、改正条例の違法、無効を理由に
右却下処分の取消しを求めていることが明らかである。そうすると、控訴人として
は、右却下処分の取消しを求めることがその権利ないし利益の救済のために最も直



截な方法であり、現に右却下処分の違法事由として改正条例の違法、無効を主張し
ている以上、控訴人の目的はそれによつて直接に達成し得るのであるから、それ以
外に改正条例の制定行為としての公布処分の取消しを求める訴えの利益はないもの
といわなければならない。
　したがつて、本件改正条例の公布処分の取消しを求める訴えは、いずれにしても
不適法なものであつて却下を免れない。
第二　本件奨励金交付申請に対する却下処分の取消しを求める訴えについて
一　被控訴人は、本件条例にもとづく奨励金交付申請に対し交付の決定をするか、
あるいはその申請を却下するかは市長の自由裁量事項に属することであるから、右
訴えは不適法であると主張するので、まず訴えの適否について判断する。
　控訴人が昭和四〇年一二月二〇日被控訴人市長に対し、旧条例第七条第一項に従
い奨励金交付の助成申請書を提出して同日受理されたところ、被控訴人市長は、同
年一二月二八日公布施行された改正条例によつて昭和四〇年度内に既に増設工事を
完成したものを含め、将来あらゆる増設工事に対する奨励金の交付が廃止されたか
ら、控訴人の増設分についても奨励金交付の対象とはならないとの理由で、昭和四
一年二月一七日控訴人の右申請を却下したことは当事者間に争いがない。
　当裁判所は、右却下処分の取消しを求める訴えが適法であると判断するものであ
つて、その理由は、左記のとおり附加するほかは、原判決の理由第二の一の（二）
（原判決一八枚目裏七行目から一九枚目表九行目まで）と同一であるから、ここに
これを引用する。
　旧条例および改正条例（条例および同施行規則の内容が末尾添付別紙（一）、
（二）のとおりであることは、成立に争いのない乙第九号証の一ないし六、同第一
〇号証の一ないし四により明らかである。）に定める奨励金の制度は、同条例の各
規定に照らすと、釧路市の産業の振興という公的目的を達成するため、同市に工場
を新設または増設した企業に対する助成の措置として、当該企業の申請により、一
定の基準で算出した額の金員を、返還義務を負担させることも、相当の反対給付を
受けることもなく、同市の一般財源から交付するものであるが、このような奨励金
の制度は、行政主体が、公的行政目的を達成するため、行政客体に対し、それが一
定の行為を遂行することを奨励ないし促進するために与える現金的給付であつて、
行政客体の側における返還義務を伴わないいわゆる補助金の性質を有するものであ
ることは明らかである。ところで、行政主体が行政客体に対して補助金を交付する
関係は、行政権がその優越的な地位にもとづき公権力を発動して行政客体の権利、
自由に干渉し、これを侵害する作用ではなく、行政目的を達成するため行政客体に
資金の交付という便益を与える非権力的な作用にほかならず、本来私法的行為形式
を用いて私法的に法律関係を形成することが可能であつて、その場合補助金交付の
法律関係は贈与契約として構成されるであろう。しかしながら、一般に国民（地方
自治体の場合は地域住民）の意思に沿つた行政を担保する必要に加えて、行政主体
が大量に発生する右補助金交付の法律関係を明確ならしめ、行政客体の平等取扱を
図り、右法律関係を全体として統一を保つて処理して行く合目的的な技術として、
行政の法的行為形式（行政行為）を用いて右法律関係を構成することも立法政策と
してもとより採り得るところというべきである。
　本件旧条例は、第三条で助成方法の種類を、第四条で奨励金交付の対象を、第五
条で交付額の算定基準および交付期間をそれぞれ規定し、第七条および同施行規則
第三条において奨励金交付の申入れの形式を市長に対する所定の要式による「申
請」と定め、同規則第四条において、市長は右申請を審査し、適当と認めたときは
必要な条件を附して助成するものと規定し、奨励金交付の方法で助成する場合の交
付行為の形式については、旧条例および改正条例はいずれもその附則第二項におい
て「決定」と規定し、さらに旧条例第八条は、同条例所定の奨励金交付の要件に違
反がある場合などにおける奨励金の返還命令につき、第九条は市長の助成対象者に
対する調査権限および助成対象者の報告義務につきそれぞれ規定している。しか
も、成立に争いのない甲第三、第四号証の各一、二、同第一二号証、乙第一二号証
の二ないし六を総合すると、釧路市においては、従来奨励金を交付する場合には、
市長が同市指令として奨励金交付の決定をしたうえ、これを申請者に通知する方法
をとり、奨励金交付申請を却下する場合には、却下通知書に行政不服審査法第六条
による異議の申立ができる旨を教示する取扱をしていることが認められる。
　これらの条例、施行規則の各規定および釧路市の行政実務を総合して考えると、
旧条例は、奨励金交付の法律関係を、企業（相手方）の申請を前提としつつも、上
記の形式的、法技術的な意味での公法的行為形式（奨励金交付決定または奨励金交



付申請却下決定という行政処分）を用いて処理する建前をとつているものと解する
のが相当である。そして、このように、実質においては贈与の性質をもつ債権債務
関係を成立せしめるに過ぎないものであり、公権力の発動の実体を伴わない形式的
行政処分であつても、条例による規制に服し、条例の規定によつて法的統制の実効
性が保障されているものである以上、これを抗告訴訟の対象から排除すべきではな
く、行政事件訴訟法第三条の「処分」に包含されると解するのが相当であるから、
奨励金交付申請却下の決定に対しては、右申請に対する拒否処分として抗告訴訟を
もつてその当否を争うことができるものというべきである。
二　進んで本案について判断する。
（一）　控訴人は、奨励金交付請求権は、工場の増設という事実行為の完了により
当然に発生するものであつて、昭和四〇年九月二九日本件工場の増設を完了すると
同時に工場増設による奨励金交付請求権を取得したのであるから、改正条例附則第
三項により旧条例を適用すべきであり、しかも被控訴人市長は、奨励金を交付する
か否かの裁量権を有するわけではないから、控訴人の本件奨励金交付申請に対し、
当然に交付決定をすべきであるにもかかわらず、これを却下したのは奨励金交付請
求権の性質および改正条例附則第三項の解釈を誤つた違法な処分である、と主張す
る。
　しかしながら、当裁判所は、工場の増設という事実行為の完了のみで当然に奨励
金交付請求権が発生するものとは解せられず、控訴人が昭和四〇年九月二九日に完
成した増設工事について改正条例附則第三項が適用される余地はないと判断するも
のであつて、その理由は、左記に附加するほかは、原判決の理由第二の二の（二）
および第一の二（原判決理由二一枚目表四行目から同裏八行目「明白である。」ま
でおよび一五枚目表二行目「釧路市工場誘致条例は、」から一六枚目表六行目「解
される」まで）と同一であるから、ここにこれを引用する。
　釧路市が旧条例を制定したことをもつて、工場を新設または増設した者に対し奨
励金を与えることを法律上の義務として負担するという効果意思を伴う表示行為
（懸賞広告による申込の意思表示）があつたものとみることはできず、奨励金交付
の法律関係が懸賞広告類似のものであるとの控訴人の法律上の見解は首肯し難いも
のである。
　そうすると、控訴人の本主張は失当で採用の限りでない。
（二）　控訴人は、旧条例の定める奨励金の交付請求権が市長の交付決定によりは
じめて発生するものであるとしても、控訴人は、旧条例により奨励金の交付を受け
得ると期待する法的地位を取得したのであるから、被控訴人が改正条例を適用して
なした本件却下処分は、右控訴人の既得の法的利益を侵害する違法な処分である、
と主張するので判断する。
　控訴人が当審で主張する二の（一）の（１）の事実は当事者間に争いがなく、旧
条例の規定の内容が控訴人主張のとおりであることも既にみたとおりである。しか
しながら、成立に争いがない甲第五号証の一ないし三、乙第三号証、同第八号証の
一ないし五および当審での被控訴人本人尋問の結果を総合すると、次の各事実を認
めることができる。
（１）　旧条例は、その原案では、工場誘致の趣旨から新設工場のみを対象とした
ものであつたが、地元企業との均衡から工場の増設をも対象とするに至つたもの
で、昭和二九年に制定された当初から、同条例を審議した釧路市議会（経済常任委
員会および総務常任委員会）において、経済情勢の推移に応じその内容を時宜に適
するよう変更することを条件とする旨の附帯決議がなされていること、（２）　そ
の後旧条例は、釧路市の財政事情の悪化を主たる理由として数回に亘つて改正が行
なわれたが、昭和三五年三月三〇日に公布施行された改正条例では、従前奨励金交
付の対象を投資額一、〇〇〇万円以上または常時使用する人員が五〇人以上の工場
の新設および投資額五〇〇万円以上の工場の増設と定めていたものを、新、増設を
問わず投資額三、〇〇〇万円以上のものに制限するとともに、従前奨励金の額の算
定基準を、新、増設を通じて、初年度固定資産額の一〇〇分の一〇〇、次年度一〇
〇分の七五、その後の年度一〇〇分の五〇の範囲内と規定していたものを、増設に
ついては、新設の場合の割合に一〇〇分の七〇を乗じて得た額と減額し、交付期間
についても、投資額一〇億円以上の新設に対する奨励金に五年以内の分割交付の特
例を設け、この改正条例は、その施行前に奨励金交付決定を受けたものおよび昭和
三四年度において奨励金の交付対象となるもののうち投資額三、〇〇〇万円未満の
ものについては従前の例によるが、その他の昭和三四年度において交付する奨励金
から遡及して適用するものとされており、昭和三九年七月四日に公布施行された改



正条例では、奨励金交付の対象を、従前は投資額三、〇〇〇万円以上と定めていた
ものを投資額五、〇〇〇万円以上のものに制限し、この改正条例は同年四月一日に
遡つて適用するものと定められており、さらに昭和四〇年三月二五日公布施行の改
正条例では、投資額一〇億円以上の新設に対する奨励金交付期間の特例を、従前は
五年以内の分割であつたものを七年以内の分割と延長していること、
（３）　旧条例に定める奨励金の制度は、専ら固定資産税額を基準とし、その一定
割合の金額を交付するものであつて、実質的には固定資産税の一部減免と異ならな
いものであるが、政府は、かねてから、地方自治体が工場誘致のために地方税の減
免措置を行うことが地方自治体の財政上支障をきたすことを理由に、かかる取扱に
否定的もしくは消極的な態度を示し、昭和三〇年一〇月一八日には自治庁税務部長
の通達をもつてその旨を指導方針として明らかにしており、釧路市においても、特
に工場増設に対する奨励金制度の不合理性が指摘され、昭和四〇年二月二七日開会
の定例議会においては旧条例による奨励金制度の廃止が論議せられていること、以
上の諸事実が認められるのであつて、他に右認定を覆し得る証拠はない。
　旧条例に定める工場増設に対する奨励金制度は、既述のとおり、釧路市の産業を
振興して住民の利益を増進するという公益上の必要にもとづき、その源資は税金を
主体とする同市の一般財源から支出されるのであるから、もともと同市の財政状態
や政治的、社会的情勢の変動に応じて将来の改廃が予測される性質のもので、永
久・不変の制度として存在するわけのものではなく、現に前記認定の旧条例制定当
初の経緯およびその後の数回に亘る改正の経過などはこれを裏付けるものといわな
ければならない。そればかりでなく、右奨励金制度は、釧路市内に工場を増設した
企業に対して何らの反対給付を受けることなく一方的に交付せられるものであり、
企業は、工場を増設するために資金を投下するであろうが、それは営利事業に従事
し、自由に経済活動を営むべき当該企業の経営上の理由とその必要にもとづくもの
にほかならないのであつて（このことは従前から存在する工場の実績に対する評価
にもとづき行なわれる増設の場合特にいい得るところである。）、奨励金の交付と
対価的関係に立つ出捐ないし負担ということはできない。したがつて、旧条例によ
る工場増設に対する奨励金は、多分に恩恵的な性質を有する給付であつて、工場を
増設して企業に対し提供される特別の利益に過ぎず、釧路市としては、その政策的
考慮にもとづき右奨励金制度そのものを廃止すると否との自由を有するものと解す
るのが相当である。
　そうだとすると、控訴人が旧条例による奨励金制度の存在を一つの動機として本
件工場増設工事を行つた事実は、本件口頭弁論の全趣旨に照らしてこれを認め得る
ところであり、控訴人が旧条例のもとで右工事を完成して奨励金交付申請をし、こ
れが受理されたことも上記のとおりであるが、これによつて控訴人が、その主張の
ような従前における諸関係からみて、当然に奨励金の交付を受けられるであろうと
期待したとしても、右のような期待は、旧条例による奨励金制度が維持、存続せら
れる限りにおいての事実上の期待に止まり、釧路市に対し、旧条例の増設に対する
奨励金制度そのものの改廃によつて右期待を侵害してはならないという法律的拘束
を設定するまでの権利性を有するものとはいい難く、右期待は未だ具体的権利発生
に先だち法的保護の対象となり得る地位にはあたらないと認めるのを相当とする。
よつて、控訴人の本主張はすでにその前提において理由がなく採用することができ
ない。
（三）　控訴人は、本件却下処分は控訴人の旧条例にもとづく奨励金交付申請権を
侵害する違法な行政処分である、と主張するので判断する。
　本件却下処分が手続的申請要件の欠缺を理由とするものではなく、改正条例によ
り工場増設に対する奨励金制度が廃止されたことにもとづき、実体要件の欠缺を理
由としてなされた実体的な拒否処分であること、および本件却下処分が抗告訴訟の
対象となる処分性を有すると解すべきものであることは上記のとおりである。
　控訴人の主張するところによれば、控訴人は、旧条例の施行当時においてその規
定に適合する工場の増設を完了し、被控訴人に対し助成の申請をなし、それが受理
されたのであるから、被控訴人は右受理時における旧条例にもとづいて右申請につ
きその適否を審査決定すべきであるにかかわらず、これをなさず、その後に公布施
行された改正条例により右申請を却下したのは、上記控訴人の旧条例により審査決
定を求め得る申請権を侵害したものであるというのである。
　しかしながら、控訴人が、実体的に奨励金の交付を受くべき法的保護に値する期
待的地位を有していないことは既にみたとおりであり、手続的にも、行政処分は処
分時に有効に存在する法令に準拠してなされるべきが原則であつて、控訴人は、交



付申請書が釧路市長に受理されたことによつて、当然に受理当時の旧条例に準拠し
て申請が処理されるべき権利ないし法的地位を取得するものではなく、受理後に受
理当時の条例を改正する条例が公布施行された場合は、右改正以前に不相当に長期
間申請の審査、応答を怠つたまま放置するなど特段の事情がない限り、処分時に適
用可能な改正条例に準拠して申請を処理することは何ら違法ではないと解するのが
相当である。
　そこで、本件において右の特段の事情の有無について検討する。
　昭和四〇年九月二九日に完成した増設工場に対する固定資産税の第一回賦課期日
が昭和四一年一月一日であることは上記引用部分において判示のとおりであり、成
立に争いのない甲第二ないし第四号証の各一、二、同第六ないし第九号証、当審で
の証人Ｂ、同Ａの各証言および被控訴人本人尋問の結果を総合すると、釧路市にお
ける従来の奨励金交付の手続によると、右のように昭和四一年一月一日現在の状態
で固定資産の価格（課税標準）が確定し、これにもとづいて固定資産税の賦課額が
決定されるものについては、その後事務当局（経済部商工課）において、増設工事
のうち直接生産に関係のない部分の有無など申請の内容を調査したうえ、工場誘致
審議会に諮問し、審議会の答申を待つて市長が交付の可否を決定し、申請者に対し
初年度分の交付額を具体的に明記した交付決定を釧路市指令として通知するもので
あつて、申請者が右通知を受けるのは、どんなに早くとも同年四、五月以降である
ことが認められ、右認定を左右し得る証拠はない。
　右認定の事実によると、被控訴人市長は、改正条例の公布施行された昭和四〇年
一二月二八日の段階においては、控訴人の奨励金交付申請の処理を不相当に長期間
放置していたものということはできず、他に上記特段の事情を肯認し得る証拠はな
く、甲第一一号証の一は上記法律判断を左右する資料となり得るものではない。
　よつて、控訴人の本主張は理由がなくこれを採用することができない。
（四）　控訴人は、控訴人のなした工場増設について改正条例の施行により奨励金
の交付が受けられなくなつたものとすれば、右改正条例は控訴人の既得の権利ない
し利益を侵害し、信義に反する違法、無効の立法であるから、これに準拠した本件
却下処分も違法であると主張するので判断する。
　前掲の甲第五号証の一ないし三によると、昭和四〇年二月二七日開会、同年三月
二二日閉会の釧路市定例議会において、当時の市長Ａが、旧条例による奨励金制度
を廃止すべきであるとの議員の質問に対し「現在の条例があるためにこれを期待し
て計算の中に入れて既に増設に着工している会社が相当あり、出来上つたものもあ
るということである。そうすると、そのための経過規定を設けて行かなければなら
ないと考える。」旨の答弁をした事実が認められ、右認定を左右すべき証拠はな
い。しかしながら、改正条例の制定当時控訴人が奨励金交付請求権もしくは奨励金
の交付を受け得ることを期待する法的地位を有していなかつたことは既にみたとお
りであるから、右改正条例が控訴人の既得の権利ないし法的地位を侵害するもので
ないことは多く論ずるまでもなく明らかである。
　しかして改正条例は、将来における工場増設に対する奨励金の制度を廃止し、か
つ前段引用部分における判示のような経過規定を置き、すでに交付決定を受けた既
得の権利はもちろん未だ交付決定がなくとも昭和三九年一月一日以降に工場の増設
を完了し、昭和四〇年度において固定資産税が賦課され、同年度を初年度として奨
励金交付の対象とされる者についてもその手当をしているのであるから、改正条例
には違法の点はなにもないものといわなければならない。
　また、成立に争いのない乙第一ないし第三号証、同第一三号証の一ないし四、当
審での被控訴人本人尋問の結果により成立を認める乙第五号証および当審での被控
訴人本人尋問の結果を総合すると、釧路市が工場増設に対する奨励金の制度を廃止
するに至つた要因として、次の各事実が認められる。
（１）　改正条例制定当時の釧路市の財政事情は、昭和三八年度における歳入決算
総額二八億三、五四四万九〇〇〇円中土地売払代金（一億三、六五三万六〇〇〇
円）の占める割合は四・七パーセントで、その大部分の一億二、五五一万五〇〇〇
円が経常一般財源に充当され、昭和三九年度には同様土地売払代金（三億二、〇二
〇万一〇〇〇円）の占める割合は九・一パーセントでその約半分の一億五、〇三七
万五〇〇〇円が一般財源に充当されるという状況で、相当窮迫した事態にあつたこ
と、
（２）　釧路市は、改正条例の制定当時、従前の新、増設工場に対する奨励金とし
て既に交付決定をなした確定債務の未払分がなお約三億一、八七四万円残存してお
り、さらに控訴人の本件増設工事および訴外本州製紙株式会社、十条製紙株式会社



の新規の増設工事などについて旧条例による奨励金を交付するとすれば、少くとも
概算合計一億五、六〇〇万円（仮りに交付期間を旧条例第六条の規定により七年間
に分割するとしても年間平均二、二三四万円）の新たな支出が見込まれ、釧路市の
財政の規模、状態に照らして将来の財政負担を一層過重ならしめる結果になること
が懸念されたこと、
（３）　釧路市においては、昭和三九年現在で道路の舗装率が僅か四・七パーセン
トに過ぎず、北海道内の主要都市の中でも非常に低率であるため、舗装部分の拡大
が強く望まれており、その他下水道設備の拡充、老朽校舎の建替えなど差し迫つた
住民福祉政策の遂行のために必要な財源に乏しく、これが捻出に苦慮していたこ
と、
（４）　被控訴人市長が、前市長であるＡから市長事務の引き継ぎを受けた際、控
訴人に対する奨励金の交付につき釧路市として特別の考慮を払うべきであるといつ
たような何らかの説明もしくは意見が述べられたことは全くなかつたこと、
　以上の諸事実が認められ、他に右認定を覆し得る証拠はない。
　旧条例の定める奨励金の制度がその制定の当初から経済情勢の推移に即応して改
廃せられることが予定されており、釧路市としては、その政策的考慮にもとづき右
制度そのものを廃止すると否との自由を持つものであることは前に判断したとおり
である。
　以上に認定した事実によると、釧路市はその財政事情が相当窮迫した状態にあつ
たうえ、より緊急を要し、一般住民の福祉に直接関係のある政策を遂行するための
財源を確保する公益上の必要からかねて議論のあつた工場増設に対する奨励金の制
度を廃止する改正条例を制定施行したものであり、他方旧条例による増設に対する
奨励金の制度は、そもそも工場を増設した企業に提供される特殊的利益に過ぎない
のであるから、右奨励金の制度が廃止せられることにより企業側の受ける不利益と
を比較考量すると、釧路市が右制度を廃止したことは合理的理由にもとづくものと
いわなければならない。
　控訴人が従前の増設について必ず奨励金の交付を受けてきたことは前に認定した
とおりであり、かつ改正条例の制定当時に工場増設を完了して奨励金交付申請をし
ていたとしても、改正条例の制定が合理的理由にもとづくものである以上、改正条
例の制定にあたり、右のような控訴人の地位につき全く考慮を払わなかつたことに
つき、立法政策上妥当かどうか、または道義上の問題の残ることはかくべつとし
て、右改正条例が控訴人に対する関係において違法、無効としなければならない程
に著しく信義則に反するものと解することはできない。
　よつて、控訴人の本主張は、その余の点について判断するまでもなく失当であつ
て採用することができない。
（五）　控訴人は、改正条例附則第三項において昭和四〇年度を初年度として奨励
金交付の対象となるものについては経過措置を設けながら、昭和四一年度に対象と
なるものについてはこれを欠いているのは法の下の平等の原則に違反する立法であ
るから、右改正条例に準拠した本件却下処分も違法である、と主張するので判断す
る。
　当審での被控訴人本人尋問の結果によると、昭和四〇年度を初年度として奨励金
交付の対象となるのは、昭和三九年中に工場の増設を完了して昭和四〇年一月一日
現在で固定資産税課税標準が確定し、同年四月以降現実に固定資産税の賦課処分を
受け、改正条例が制定された同年一二月の時点では既に納税が進行しているもので
あり、旧条例第七条の申請書提出期間の制限からいつて、遅くとも同年春頃までに
は奨励金交付申請の内容について事務当局の調査も完了しているものであり、他方
昭和四〇年中に増設をしたものは、改正条例制定当時未だこれに対する固定資産税
課税標準すら確定されておらず、もとより申請の内容について調査も未だ行なわれ
ていないものであつて、このような事実的差異にもとづき改正条例附則第三項の経
過規定が設けられたことが認められ、右認定を左右すべき証拠はない。そうする
と、右附則第三項の経過規定をもつて、憲法第一四条に定める人種、信条、性別、
社会的身分または門地等により不合理な差別をする立法ということはできないか
ら、控訴人の本主張はその余の点について判断するまでもなく理由がない。
　以上の次第で、被控訴人市長が改正条例を適用して工場の増設に対する奨励金制
度が廃止されたことを理由に、控訴人の本件奨励金交付申請を却下したことについ
ては、なんらの違法がないから、右却下処分の取消しを求める控訴人の請求は失当
として排斥を免れない。
第三　結論



　よつて、控訴人の本訴請求中、本件改正条例の公布処分の取消しを求める部分を
不適法として却下し、本件奨励金交付申請却下処分の取消しを求める部分を失当と
して棄却した原判決は、その結論において相当であつて、本件控訴は理由がないか
ら民事訴訟法第三八四条によりこれを棄却し、訴訟費用の負担につき同法第九五
条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。
（裁判官　杉山孝　黒川正昭　島田礼介）
別紙（一）
　旧　（改正）釧路市工場誘致条例〈傍線部分は昭和四〇・一二・二八条例二七号
による改正〉（昭和二九年九月二二日条例第二六号）
　改正　昭和三二年六月二四日条例第一九号
　昭和三五年三月三〇日条例第一号
　昭和三九年七月四日条例第三七号
　昭和四〇年三月二五日条例第九号
（目的）
第一条　この条例は、本市に工場を誘致するために、その工場に対して助成を行な
い、もつて本市の産業振興に寄与することを目的とする。
（定義）
第二条　この条例は、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号の定めるところによ
る。
（１）　工場　物を製造又は加工をするために作業を行なう施設及び設備をいう。
（２）　工場の新設　本市内にあらたに工場を設置する場合をいう。
（３）　工場の増設　本市内に既存の工場を有するものが、工場の拡充により著し
く増産を示し得るものと認められる場合をいう。
（４）　投資額　地方税法（昭和二五年法律第二二六号）第三四一条の規定に基く
固定資産で、事業の用に供するものの取得に要した費用額をいう。
（助成）
第三条　本市は、工場の新設又は増設があつた場合、この条例の定めるところによ
り次の方法で助成を行なうことができる。
（１）　奨励金の交付
〈（１）　工場の新設に対する奨励金の交付〉（と改正）
（２）　前号の外、工場の新設又は増設についての協力
（奨励金交付の対象）
第四条　奨励金は、本市産業の振興に寄与する事業で、投資額五、〇〇〇万円をこ
えるものに交付することができる。
（奨励金の額及び交付期間）
第五条　奨励金の額は、その工場（工場の増設の場合はその部分）について、当該
年度に課された固定資産税の相当額に、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額（工
場の増設の場合は次の各号に掲げる割合に一〇〇分の七〇を乗じて得た額）の範囲
内とし、その期間は、その工場が操業を開始し固定資産税を課された年度から三年
とする。但し、市長が特別の事由があると認めたときは、更に二年を限つて延長す
ることができる。
〈傍線部分は改正条例により削除〉
（１）　初年度　一〇〇分の一〇〇
（２）　次年度　一〇〇分の七五
（３）　その後の年度　一〇〇分の五〇
２　工事の新設でその投資額が一〇億円以上のものについては前項の規定にかかわ
らず、議会の議決を経て奨励の方法を定めるものとする。
（交付期間の特例）
第六条　投資額が一〇億円以上の工場については、前条の奨励金を七年以内で毎年
度予算の範囲内において交付するものとする。
（助成申請）
第七条　奨励金の交付を受けようとする者は、事業開始の日から三月以内に、協力
を受けようとする者は、その都度別に定める申請書を市長に提出しなければならな
い。
２　前項の申請事項に変更があつたときは、一月以内にその旨を市長に届出なけれ
ばならない。
（取消）
第八条　この条例の適用を受ける者が、次の各号の一に該当する場合は、協力の取



消又は奨励金の一部若しくは全部の返還を命ずることがある。
（１）　第四条に定める工場の基準を欠くに至つたとき。
（２）　事業を休廃止したとき又はその状態にあると認められたとき。
（３）　詐偽又は不正行為によつて助成を受け又は受けようとしたとき。
（４）　この条例に定める事項に違反したとき。
（調査、報告）
第九条　市長は、助成を受けた者に対して必要な調査を行ない又は報告を求めるこ
とができる。
第一〇条　削除
（委任）
第一一条　この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
　附則
この条例は、昭和二九年四月一日から施行する。
　附則（昭和三二年六月二四日条例第一九号）
この条例は、公布の日から施行する。
　附則（昭和三五年三月三〇日条例第一号）
１　この条例は、公布の日から施行し、昭和三四年度において交付する奨励金から
適用する。
２　この条例施行前に、奨励金の交付の決定をうけたものについては、なお従前の
例による。
３　改正前の条例第四条の規定により、昭和三四年度において奨励金の交付の対象
となるもののうち、投資額三、〇〇〇万円未満のものについては、なお、従前例に
よる。
　附則（昭和三九年七月四日条例第三七号）抄
１　この条例は、公布の日から施行し、昭和三九年四月一日から適用する。
　附則（昭和四〇年三月二五日条例第九号）
１　この条例は、交布の日から施行する。
２　この条例施行前に、奨励金の交付の決定をうけたものについては、なお従前の
例による。
　附則（昭和四〇年一二月二八日条例第二七号）
１　この条例は、公布の日から施行する。
２　この条例施行前に、奨励金の交付の決定をうけたものについては、なお従前の
例による。
３　改正前の条例の規定により、昭和四〇年度を初年度として、奨励金の交付の対
象となるものについては、なお従前の例による。
４　釧路市中小企業振興条例（昭和三五年釧路市条例第一七号）の一部を次のよう
に改正する。
第三条第一項中「次の各号に掲げる割合を乗じて得た額」を「次の各号に掲げる割
合を乗じて得た額（投資額五、〇〇〇万円をこえる工場の増設の場合は、次の各号
に掲げる割合に一〇〇分の七〇を乗じて得た額）」に改める。
同条第二項第二号を次のように改める。
（２）　削除
釧路市工場誘致条例施行規則（昭和三〇年一月一日規則第一号）
　改正　昭和三二年七月一六日規則第一六号・昭和三四年九月二九日規則第一九
号・昭和三六年九月六日規則第二七号
第一条　この規則は、釧路市工場誘致条例（昭和二九年釧路市条例第二六号。以下
「条例」という。）の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第二条　削除
第三条　条例第七条の申請書は、別記様式とする。
第四条　市長は、前条の申請書を受理したときは審査し、適当と認めたときはその
工場に対する助成の限度その他必要な条件を付して助成するものとする。
第五条　奨励金は、各年度毎にその工場に課された固定資産税を当該年度内に納付
した後に交付する。
第六条　市長は、条例第四条の基準に該当するものであつても次の各号の一に該当
する場合は助成の対象としない。
（１）　公共団体又は公共企業団体が経営するもの。
（２）　一の工場における新設又は増設が数次にわたり実施せられるとき。但し、
その完成が二ケ年以内である場合はこの限りでない。



第七条　助成は、相続及び譲渡その他の事由によりこれを受ける者に変更を生じた
場合においてもその事業を継承する者に対し引続いてこれを行なう。但し、市長に
その継承の事実を届け出なければならない。
　附則
この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日から適用する。
　附則（昭和三二年七月一六日規則第一六号）
この規則は、公布の日から施行する。
　附則（昭和三四年九月二九日規則第一九号）抄
１　この規則は、公布の日から施行する。
　附則（昭和三六年九月六日規則第二七号）
この規則は、公布の日から施行し、昭和三六年度分から適用する。
（別紙様式）
＜２２７４３－００１＞
（別紙）
１　助成を必要とする理由
２　助成の対象となる事業の概要
（１）　事業の目的
（２）　工場の所在地及び名称
（３）　工場の新設又は増設の明細及びその経費（工場の見取図設備配置図添付の
こと）
（４）　職種別従業員数
（５）　所要資金調達の方法
（６）　生産計画及び販路
（７）　操業を開始した時期
（８）　生産工程の概要
（９）　事業収支及び原材料事情
３　会社の概要
備考
　条例第七条の協力を受ける場合には、「１　助成を必要とする理由」の項には、
具体的な協力を受ける方法を併記し、「２　助成の対象となる事業の概要」の項に
は、その計画又は予定を記入のこと。


